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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2018年4月20日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、投資対象

ファンドの変更などに伴ない、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書

を提出します。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容

は原届出書が更新されます。なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」および

「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　２　ファンドの現況」は原届出書の更新後の内容を記

載しています。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜更新後＞

③　ファンドの特色

EDINET提出書類

日興アセットマネジメント株式会社(E12430)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 3/30



（２）【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

平成22年 1月22日

・ファンドの信託契約締結、運用開始

平成22年２月24日

・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
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＜訂正後＞

2010年 1月22日

・ファンドの信託契約締結、運用開始

2010年 2月24日

・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場

2018年 7月30日

・投資対象ファンドに関する変更（予定）

（３）【ファンドの仕組み】

＜更新後＞

①　ファンドの仕組み

（略）

＜ファンド・オブ・ファンズの仕組み＞

　当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。

 

下記の変更を予定しております。

 

≪2018年7月29日まで≫

 

≪2018年7月30日以降≫

※2019年4月19日までに、「海外新興国株式インデックスファンド（適格機関投資家向け）」から「インデック

スファンド新興国株式（適格機関投資家向け）」への入れ替えが完了する予定です。

＜更新後＞

 

②　委託会社の概況（2018年4月末現在）

EDINET提出書類

日興アセットマネジメント株式会社(E12430)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 5/30



１）資本金

17,363百万円

２）沿革

1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立

1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更

３）大株主の状況

名　　称 住　　所 所有株数 所有比率

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 179,869,100株 91.29％

DBS Bank Ltd.
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building

Tower One, Singapore 068809
14,283,400株 7.24％

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】

＜更新後＞

・当ファンドは、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI エマージング・マーケッ

ト・インデックスの変動率に一致させることをめざして、主として別に定める投資信託証券の一部また

はすべてに投資を行ないます。

・投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。

・別に定める投資信託証券については、見直しを行なう場合があります。この際、新たに投資信託証券を

指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。

・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす

水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり

ます。

 

◆投資対象とする投資信託証券の主な投資方針

下記の変更を予定しております。

 

≪2018年7月29日まで≫

＜海外新興国株式インデックスファンド（適格機関投資家向け）＞

・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みます。）や株価指数

先物取引に係る権利に投資し、円換算したMSCI エマージング・マーケット・インデックスの動きに連動

する投資成果をめざして運用を行ないます。

・ファンドの状況（設定当初や設定・解約状況など）や投資環境（投資対象市場の動向や税制など）に応

じて、内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算した

MSCI エマージング・マーケット・インデックスの動きに連動する投資成果をめざす場合があります。

 

≪2018年7月30日以降≫

＜海外新興国株式インデックスファンド（適格機関投資家向け）＞

・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みます。）や株価指数

先物取引に係る権利に投資し、円換算したMSCI エマージング・マーケット・インデックスの動きに連動

する投資成果をめざして運用を行ないます。

・ファンドの状況（設定当初や設定・解約状況など）や投資環境（投資対象市場の動向や税制など）に応

じて、内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算した

MSCI エマージング・マーケット・インデックスの動きに連動する投資成果をめざす場合があります。

 

＜インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け）＞

主として、海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド受益証券に投資
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を行ない、円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指して運用

を行ないます。

 

（ご参考）＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞

主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等を含みます。）に投資し、

MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果

を目指して運用を行ないます。

（２）【投資対象】

＜更新後＞

◆投資対象とする投資信託証券の概要

※2018年7月30日付の約款変更にて、投資対象に追加される予定の投資信託証券の概要は以下の通りです。

＜インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け）＞

運用の基本方針

 基本方針
円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックス

＊
に連動する投

資成果を目指して運用を行ないます。

主な投資対象 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファ

ンド受益証券を主要投資対象とします。

投資方針 ・主として、海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジな

し）マザーファンド受益証券に投資を行ない、円換算したMSCIエマージ

ング・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を

行ないます。

・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則としま

す。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもありま

す。

・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、

残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が

発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投

資割合には、制限を設けません。

・投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除

きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。

・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める

ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額

を超えないものとします。

・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス

ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ

ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え

ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則

に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案

して決定します。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対し年率0.0972％（税抜0.09％）

申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。

信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
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 その他の費用など ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用

（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用などについて

は、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託

期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。

・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費

用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支

払われます。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

 

委託会社 日興アセットマネジメント株式会社

受託会社 野村信託銀行株式会社

信託期間 無期限（2018年7月30日設定）

決算日 毎年1月8日（休業日の場合は翌営業日）

＊MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式市

場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI

Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有して

います。

 

 

（ご参考）＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞

運用の基本方針

 基本方針 主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI

エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）の

動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

主な投資対象 新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等を含みま

す。）を主要投資対象とします。
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投資方針 ・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド

等を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・イン

デックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指

して運用を行ないます。

・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を

活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取

引等の買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為

替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を

超えることがあります。

・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、

残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が

発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

 

＜2018年9月26日以降＞

・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド

等を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・イン

デックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指

して運用を行ないます。

・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価

指数先物取引および外国為替予約取引等を活用することがあります。こ

のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合

計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価

総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、

残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が

発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割

合には、制限を設けません。

・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。

・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。

・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める

ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総

額を超えないものとします。

・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス

ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ

ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え

ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則

に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

収益分配 収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

 信託報酬 ありません。

申込手数料 ありません。

信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費

用、信託財産に関する租税など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社

受託会社 野村信託銀行株式会社
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信託期間 無期限（2006年5月17日設定）

決算日 毎年5月16日（休業日の場合は翌営業日）

 

 

※2019年4月20日付の約款変更にて、投資対象から削除される予定の投資信託証券の概要は以下の通りで

す。

＜海外新興国株式インデックスファンド（適格機関投資家向け）＞

運用の基本方針

 基本方針 新興国の株式市場の動きをとらえることを目標に、円換算したMSCI エマー

ジング・マーケット・インデックス
＊
の動きに連動する投資成果をめざして

運用を行ないます。

主な投資対象 新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みま

す。）などを主要投資対象とします。

投資方針 ・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンドな

どを含みます。）や株価指数先物取引に係る権利に投資し、円換算した

MSCI エマージング・マーケット・インデックスの動きに連動する投資成

果をめざして運用を行ないます。なお、ファンドの状況や投資環境に応

じて、内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権

利を中心に投資し、円換算したMSCI エマージング・マーケット・イン

デックスの動きに連動する投資成果をめざす場合があります。また、

MSCI エマージング・マーケット・インデックスに採用されていない株式

についても、運用目的を達成するために有用であると判断される場合に

は投資を行ないます。さらに、MSCI エマージング・マーケット・イン

デックスに採用されている株式の一部または全部の値動きに連動をめざ

す上場投資信託証券や債券などに投資する場合もあります。

・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などのデリバティブ取引や

外国為替予約取引を活用します。このため、株式の組入総額と株価指数

先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額

と外国為替予約取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産

総額を超えることがあります。

・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ

ん。

・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残

存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が

発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合

には、制限を設けません。

・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財

産の総額の５％以下とします。

・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると

ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を

超えないものとします。

収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案し

て決定します。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対し年率0.108％（税抜0.1％）

申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。

信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
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 その他の費用など ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、監査費用などについては、

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を

通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。

・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費

用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支

払われます。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

 

委託会社 日興アセットマネジメント株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

信託期間 無期限（2010年１月25日設定）

決算日 毎年12月20日（休業日の場合は翌営業日）

＊MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式

市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は
MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を

有しています。

 

※以下の投資信託証券は、従前から投資対象で変更ありません。

＜マネー・アカウント・マザーファンド＞

運用の基本方針

 基本方針 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ない

ます。

主な投資対象 わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。

投資方針 ・主として、わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息

等収益の確保をめざして運用を行ないます。

・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、

残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情

が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限 ・株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含

みます。）への投資は行ないません。

・外貨建資産への投資は行ないません。

・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める

ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額

を超えないものとします。

・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス

ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ

ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え

ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則

に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

収益分配 収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

 信託報酬 ありません。

申込手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費

用、信託財産に関する租税など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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その他

 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

信託期間 無期限（2009年10月30日設定）

決算日 毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日）

 

（３）【運用体制】

＜更新後＞
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※上記体制は2018年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

３【投資リスク】

＜訂正前＞

（１）ファンドのリスク

（略）

投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

①　価格変動リスク

（略）
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②　流動性リスク

（略）

③　信用リスク

（略）

④　為替変動リスク

（略）

⑤　カントリー・リスク

（略）

⑥　有価証券の貸付などにおけるリスク

有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約

が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ

スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて

清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト

が担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに

損害が発生する恐れがあります。

 

＜円換算したMSCI エマージング・マーケット・インデックスと基準価額の主なカイ離要因＞

（略）

 

※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド

自身にもこれらのリスクがあります。

 

（略）

＜訂正後＞

（１）ファンドのリスク

（略）

投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

①　価格変動リスク

（略）

②　流動性リスク

（略）

③　信用リスク

（略）

④　為替変動リスク

（略）

⑤　カントリー・リスク

（略）

（削除）

 

＜円換算したMSCI エマージング・マーケット・インデックスと基準価額の主なカイ離要因＞

（略）

 

※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド

自身にもこれらのリスクがあります。

 

（略）

＜更新後＞

（２）リスク管理体制
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■全社的リスク管理

当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、

全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守

状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ

いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締

役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において

は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと

その報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など

の支援に努めております。

■運用状況の評価・分析および運用リスク管理

ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスクの管理状況をモニタリングします。運用パ

フォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスクの

管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え

て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか

などのモニタリングを行なっています。

■法令など遵守状況のモニタリング

運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を

行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正

指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。

※上記体制は2018年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

＜更新後＞
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

 

東証株価指数（TOPIX、配当込）

当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考

慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま

す。

 

MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し

たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

 

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので

す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

 

NOMURA-BPI国債

当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な

お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対

象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を

負いません。

 

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
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LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

 

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に

した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC

に帰属します。

４【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

＜更新後＞

下記の変更を予定しております。

 

≪2019年4月19日まで≫

①　信託報酬

信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞

当ファンド 0.162％（税抜0.15％）以内

投資対象とする投資信託証券 0.108％（税抜0.1％）程度
※

実質的負担 0.27％（税抜0.25％）程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.162％（税抜

0.15％）以内の率を乗じて得た額とします。

・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率（年率）0.108％（税抜0.1％）程度
※
がかか

り、受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は0.27％（税抜0.25％）程度となります。

※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針

－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

＊受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投

資信託証券の変更などにより変動します。

②　信託報酬の配分

当ファンドの信託報酬が税抜0.15％（有価証券届出書提出日現在）の場合の配分（年率）は、以下の通

りとします。

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

合計 委託会社 受託会社

0.15％ 0.12％ 0.03％

 

委託会社 委託した資金の運用の対価

受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

 

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

③　支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末または信託終了のときに、信

託財産から支払います。

 

≪2019年4月20日以降≫

①　信託報酬

信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞

当ファンド 0.162％（税抜0.15％）以内
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投資対象とする投資信託証券 0.0972％（税抜0.09％）程度
※

実質的負担 0.2592％（税抜0.24％）程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.162％（税抜

0.15％）以内の率を乗じて得た額とします。

・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率（年率）0.0972％（税抜0.09％）程度
※
がか

かり、受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は0.2592％（税抜0.24％）程度となります。

※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針

－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

＊受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投

資信託証券の変更などにより変動します。

②　信託報酬の配分

当ファンドの信託報酬が税抜0.15％（有価証券届出書提出日現在）の場合の配分（年率）は、以下の通

りとします。

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

合計 委託会社 受託会社

0.15％ 0.12％ 0.03％

 

委託会社 委託した資金の運用の対価

受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

 

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

③　支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末または信託終了のときに、信

託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】

＜更新後＞

信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か

ら支払います。

①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。

②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解

約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の

利息。

 

＜投資対象とする投資信託証券に係る費用＞

下記の変更を予定しております。

 

≪2018年7月29日まで≫

「海外新興国株式インデックスファンド（適格機関投資家向け）」

・運用報告書などの作成および交付に係る費用、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総

額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことがで

きます。

・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な

どについては、その都度、信託財産から支払われます。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

 

「マネー・アカウント・マザーファンド」

・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
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・信託事務の処理に要する諸費用

・信託財産に関する租税　など

 

≪2018年7月30日以降≫

「海外新興国株式インデックスファンド（適格機関投資家向け）」

・運用報告書などの作成および交付に係る費用、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総

額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことがで

きます。

・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な

どについては、その都度、信託財産から支払われます。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

 

「インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け）」

・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費

用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗

じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。

・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な

どについては、その都度、信託財産から支払われます。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

 

「マネー・アカウント・マザーファンド」

・組入有価証券の売買時の売買委託手数料

・信託事務の処理に要する諸費用

・信託財産に関する租税　など

 

※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

＊売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ

ないため、表示することができません。

 

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

なりますので、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】

＜更新後＞

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度

の適用対象です。

①　個人受益者の場合

１）受益権の売却時の課税

売却時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）

の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口

座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税

率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

２）収益分配金の受取り時の課税

収益分配金は配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収

（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税ま

たは総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

３）解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および

地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収

ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地方

税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
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※確定申告等により、解約時、償還時および売却時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡

益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま

す。）と損益通算が可能です。また、解約時、償還時および売却時の差益（譲渡益）、収益分配金お

よび特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等

の譲渡損失と損益通算が可能です。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購

入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用

になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方

が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満

の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所

得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②　法人受益者の場合

１）受益権の売却時の課税

受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

２）収益分配金の受取り時の課税

収益分配金は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人

所得と合算して課税されます。

３）解約金および償還金に対する課税

受益権の解約価額および償還価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されま

す。

４）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

※上記は2018年7月6日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変

更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし

ます。

５【運用状況】

【上場インデックスファンド海外新興国株式（ＭＳＣＩエマージング）】

以下の運用状況は2018年 4月27日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 日本 7,067,876,660 100.03

親投資信託受益証券 日本 100,251 0.00

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― △1,916,803 △0.03

合計（純資産総額） 7,066,060,108 100.00
 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細
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国・

地域
種類 銘柄名

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)

日本 投資信託受益
証券

海外新興国株式インデックスファン
ド（適格機関投資家向け）

4,535,050,793 1.695 7,686,911,094 1.5585 7,067,876,660100.03

日本 親投資信託受
益証券

マネー・アカウント・マザーファン
ド

99,902 1.0037 100,271 1.0035 100,251 0.00

 

ロ.種類別の投資比率
 

 

種類 投資比率(％)

投資信託受益証券 100.03

親投資信託受益証券 0.00

合　　計 100.03
 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

 

 

該当事項はありません。
 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所

取引価格（円）分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き

第1計算期間末 (2011年 1月20日) 4,654 4,654 1,193.37 1,193.37 1,200

第2計算期間末 (2012年 1月20日) 6,683 6,683 954.83 954.83 959

第3計算期間末 (2013年 1月20日) 10,049 10,049 1,210.80 1,210.80 1,212

第4計算期間末 (2014年 1月20日) 7,408 7,408 1,255.72 1,255.72 1,250

第5計算期間末 (2015年 1月20日) 6,845 6,845 1,426.16 1,426.16 1,450

第6計算期間末 (2016年 1月20日) 4,983 4,983 1,060.26 1,060.26 1,042

第7計算期間末 (2017年 1月20日) 6,163 6,163 1,311.35 1,311.35 1,297

第8計算期間末 (2018年 1月20日) 7,688 7,688 1,671.52 1,671.52 1,671

2017年 4月末日 6,295 ― 1,368.61 ― 1,363

　　　 5月末日 6,450 ― 1,402.31 ― 1,398

　　　 6月末日 6,494 ― 1,411.93 ― 1,400

　　　 7月末日 6,530 ― 1,451.22 ― 1,468

　　　 8月末日 6,718 ― 1,492.96 ― 1,467

　　　 9月末日 6,681 ― 1,484.81 ― 1,488

　　　10月末日 7,000 ― 1,555.63 ― 1,551

　　　11月末日 7,020 ― 1,560.18 ― 1,555
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　　　12月末日 7,323 ― 1,592.12 ― 1,600

2018年 1月末日 7,642 ― 1,661.46 ― 1,677

　　　 2月末日 7,281 ― 1,582.83 ― 1,622

　　　 3月末日 7,007 ― 1,523.33 ― 1,543

　　　 4月末日 7,066 ― 1,536.10 ― 1,550
 

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）

第1期 2010年 1月22日～2011年 1月20日 0.0000

第2期 2011年 1月21日～2012年 1月20日 0.0000

第3期 2012年 1月21日～2013年 1月20日 0.0000

第4期 2013年 1月21日～2014年 1月20日 0.0000

第5期 2014年 1月21日～2015年 1月20日 0.0000

第6期 2015年 1月21日～2016年 1月20日 0.0000

第7期 2016年 1月21日～2017年 1月20日 0.0000

第8期 2017年 1月21日～2018年 1月20日 0.0000

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）

第1期 2010年 1月22日～2011年 1月20日 19.34

第2期 2011年 1月21日～2012年 1月20日 △19.99

第3期 2012年 1月21日～2013年 1月20日 26.81

第4期 2013年 1月21日～2014年 1月20日 3.71

第5期 2014年 1月21日～2015年 1月20日 13.57

第6期 2015年 1月21日～2016年 1月20日 △25.66

第7期 2016年 1月21日～2017年 1月20日 23.68

第8期 2017年 1月21日～2018年 1月20日 27.47

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）

第1期 2010年 1月22日～2011年 1月20日 3,900,000 0

第2期 2011年 1月21日～2012年 1月20日 3,100,000 0

第3期 2012年 1月21日～2013年 1月20日 1,800,000 500,000

第4期 2013年 1月21日～2014年 1月20日 300,000 2,700,000
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第5期 2014年 1月21日～2015年 1月20日 0 1,100,000

第6期 2015年 1月21日～2016年 1月20日 0 100,000

第7期 2016年 1月21日～2017年 1月20日 100,000 100,000

第8期 2017年 1月21日～2018年 1月20日 200,000 300,000

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

海外新興国株式インデックスファンド（適格機関投資家向け）

以下の運用状況は2018年 4月27日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

国債証券 アメリカ 1,403,058,082 18.44

投資信託受益証券 アメリカ 2,675,452,672 35.15

フランス 55,881,819 0.73

ルクセンブルク 619,297,698 8.14

マレーシア 197,922,406 2.60

フィリピン 76,307,711 1.00

インドネシア 47,533,351 0.62

インド 344,597,935 4.53

小計 4,016,993,592 52.78

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 2,190,765,800 28.78

合計（純資産総額） 7,610,817,474 100.00
 

その他の資産の投資状況
 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株価指数先物取引 買建 トルコ 71,165,570 0.94

買建 ポーランド 155,964,503 2.05

買建 香港 249,163,560 3.27

買建 シンガポール 1,165,806,047 15.32

買建 タイ 184,290,948 2.42

買建 韓国 1,151,388,540 15.13

買建 南アフリカ 623,331,979 8.19
 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

為替予約取引 買建 ― 627,833,800 8.25
 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

直物為替先渡取引 買建 ― 1,920,877,967 25.24

売建 ― 262,011,796 △3.44
 

(注)直物為替先渡取引は、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価していま
す。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国・

地域
種類 銘柄名

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

利率

(％)
償還期限

投資

比率

(％)

アメリカ 投資信託受
益証券

ISHARES MSCI

CHINA-ETF

279,500 7,411.64 2,071,554,738 7,287.08 2,036,739,978 ― ― 26.76

アメリカ 国債証券 TREASURY BILL 7,000,000 10,768.68 753,807,944 10,768.68 753,807,944 ― 2019/1/31 9.90

アメリカ 国債証券 TREASURY BILL 6,000,000 10,820.83 649,250,138 10,820.83 649,250,138 ― 2018/12/6 8.53

アメリカ 投資信託受
益証券

ISHARES S&P LATIN

AMERICA 40-ETF

129,000 3,815.35 492,180,744 4,049.23 522,350,735 ― ― 6.86

ルクセン
ブルク

投資信託受
益証券

DB X-TRACKERS MSCI

EM LA TRN IDX

UCITS ETF

79,700 5,078.48 404,754,888 5,409.45 431,133,595 ― ― 5.66

インド 投資信託受
益証券

ISHARES MSCI

INDIA-ETF

91,000 3,797.57 345,579,756 3,786.79 344,597,935 ― ― 4.53

マレーシ
ア

投資信託受
益証券

ISHARES MSCI

MALAYSIA-ETF

51,000 3,488.44 177,910,940 3,880.83 197,922,406 ― ― 2.60

アメリカ 投資信託受
益証券

VANECK VECTORS

RUSSIA ETF

50,100 2,332.18 116,842,366 2,322.59 116,361,959 ― ― 1.53

ルクセン
ブルク

投資信託受
益証券

DB X-TRACKERS MSCI

INDONESIA TRN IDX

ETF

65,000 1,749.60 113,724,001 1,577.92 102,564,833 ― ― 1.35

ルクセン
ブルク

投資信託受
益証券

DB X-TRACKERS MSCI

RUSSIA CAPPED IDX

ETF

29,700 2,876.83 85,441,991 2,882.13 85,599,270 ― ― 1.12

フィリピ
ン

投資信託受
益証券

ISHARES MSCI

PHILIPPINES-ETF

21,000 4,103.13 86,165,876 3,633.70 76,307,711 ― ― 1.00

フランス 投資信託受
益証券

LYX ETF DOW JONES

RUSSIA-ETF

14,000 3,990.23 55,863,284 3,991.55 55,881,819 ― ― 0.73

インドネ
シア

投資信託受
益証券

ISHARES MSCI

INDONESIA-ETF

17,000 2,991.37 50,853,436 2,796.07 47,533,351 ― ― 0.62

 

ロ.種類別の投資比率
 

 

種類 投資比率(％)

国債証券 18.44

投資信託受益証券 52.78

合　　計 71.22
 

投資不動産物件

該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの

 

 

資産の
種類

地域 取引所 名称 建別 数量 通貨
契約額等

（各通貨）
契約額等（円）

評価額

（各通貨）
評価額（円）

投資

比率

(％)

株価指
数先物
取引

香港 香港先物取
引所

HSHRSIDX1805 買建 30香港ドル 18,091,500 252,195,510 17,874,000 249,163,560 3.27

シンガ
ポール

シンガポー
ル取引所

MSCITWNX1805 買建 201米ドル 7,899,300 863,788,455 7,794,780 852,359,193 11.20

シンガ
ポール

シンガポー
ル取引所

SGSPNIFY1805 買建 135米ドル 2,869,430 313,772,170 2,866,455 313,446,854 4.12

タイ タイ先物取
引所

SET50 1806 買建 227タイバー
ツ

53,372,240 184,667,950 53,263,280 184,290,948 2.42

韓国 韓国証券取
引所

KOSPI2001806 買建 142韓国ウォ
ン

10,909,150,000 1,110,551,470 11,310,300,000 1,151,388,540 15.13

トルコ トルコデリ
バティブ取
引所

ISE30 1806 買建 200トルコリ
ラ

2,709,327.5 72,772,537 2,649,500 71,165,570 0.94

ポーラ
ンド

ワルシャワ
証券取引所

WIGM20DX1806 買建 109ポーラン
ドズロチ

5,181,860 162,244,037 4,981,300 155,964,503 2.05

南アフ
リカ

南アフリカ
先物取引所

JSETOP4 1806 買建 138南アフリ
カランド

73,728,769.96 650,287,751 70,672,560 623,331,979 8.19

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

 

資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円）

投資

比率

(％)

為替予約取引 米ドル 買建 800,000.00 87,488,000 87,456,000 1.15

トルコリラ 買建 590,000.00 15,860,570 15,583,500 0.20

ポーランドズロチ 買建 2,500,000.00 78,548,190 78,018,300 1.03

香港ドル 買建 5,500,000.00 75,111,230 76,451,000 1.00

タイバーツ 買建 11,400,000.00 38,826,040 39,373,000 0.52

南アフリカランド 買建 37,900,000.00 332,300,880 330,952,000 4.35
 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 

 

名称 種類 通貨 数量 契約額等（円）
邦貨換算額

（円）

投資

比率

(％)

直物為替先渡取
引

買建 韓国ウォン/米ドル 4,240,267.68 463,673,270 458,952,655 6.03

台湾ドル/米ドル 8,382,348.10 916,609,764 895,870,026 11.77

インドルピー/米ドル 5,311,308.95 580,791,633 566,055,286 7.44

売建 インドルピー/米ドル 2,441,339.02 266,960,421 262,011,796 △3.44
 

(注)直物為替先渡取引は、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価していま
す。

マネー・アカウント・マザーファンド

以下の運用状況は2018年 4月27日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 803,108,613 100.00

合計（純資産総額） 803,108,613 100.00
 

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

該当事項はありません。
 

ロ.種類別の投資比率
 

 

該当事項はありません。
 

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。
 

≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2018年 4月27日現在です。

【上場インデックスファンド海外新興国株式（ＭＳＣＩエマージング）】

【純資産額計算書】

 

 

Ⅰ　資産総額 7,069,960,249円　

Ⅱ　負債総額 3,900,141円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,066,060,108円　

Ⅳ　発行済口数 4,600,000口　

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1,536.10円　
 

（参考）

海外新興国株式インデックスファンド（適格機関投資家向け）

純資産額計算書

 

 

Ⅰ　資産総額 7,785,801,126円　

Ⅱ　負債総額 174,983,652円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,610,817,474円　

Ⅳ　発行済口数 4,883,358,105口　

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5585円　
 

マネー・アカウント・マザーファンド

純資産額計算書

 

 

Ⅰ　資産総額 803,922,773円　

Ⅱ　負債総額 814,160円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 803,108,613円　

Ⅳ　発行済口数 800,278,374口　

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0035円　
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜更新後＞

（１）資本金の額

2018年4月末現在 資本金 17,363,045,900円

 発行可能株式総数 230,000,000株

 発行済株式総数 197,012,500株

 

●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

 

（２）会社の意思決定機関（2018年4月末現在）

・株主総会

株主総会は、取締役・監査役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な

事項の決定を行ないます。

当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事

業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日

（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。

・取締役会

取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。

当社の取締役会は10名以内の取締役で構成され、取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、代表取

締役若干名を選定します。

・監査役会

当社の監査役会は５名以内の監査役で構成され、監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもって

常勤の監査役を選定します。

 

（３）運用の意思決定プロセス（2018年4月末現在）

１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。

２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策

定します。

３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ

の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、

発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。

５．運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに法令など遵守状況のモニタリングについては、

運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー

ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行

なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
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・委託会社の運用する、2018年4月末現在の投資信託などは次の通りです。

種　類 ファンド本数
純資産額

（単位：億円）

投資信託総合計 799 174,359

　 株式投資信託 757 147,600

　 　 単位型 223 8,305

　 　 追加型 534 139,295

　 公社債投資信託 42 26,759

　 　 単位型 28 430

　 　 追加型 14 26,328
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